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今年度要求のポイント

関連事業

事 業 名 堺版新しい公共創出事業

153

230

審査委員会委員謝礼

事 業 費

　市民・大学・ＮＰＯ法人等と行政がそれぞれ役割分担しながら、さ
まざまな手法で公共を担う仕組みをつくり、多様な地域主体との協働
や民間の起業を促進するなど、新たな公共の事業を実施する。

72

継続実施

【今後（25年度～）】

その他　特記事項

旅費、消耗品費、案内用郵送費他

スケジュール（経過及び今後展開）

合計 30,225548

0 30,000  @10,000,000円×3事業

平成23年度予算額 平成24年度要求額

全体事業費

24年度要求額項目

　昨年度の検討の成果を踏まえ、本市に顕在化するさまざまな社会的・地域的課
題の解決を図ることができ、自由な発想による既存の事業にはない新しい公共
サービスの創出が期待できる提案を市民活動団体から募集する。

23年度予算

318

主な要求内容 （単位：千円）

講演会講師謝礼

その他

30,225548

 @10,200円×5人×3回

0  @23,000円×10回

内容・積算等

新しい公共に関する調査・研究 事業実施

【経過（～23年度）】 【24年度】

【新しい公共創出事業の概要】
　市内の公益の増進に寄与する活動を行うＮＰＯ法人、ボランティア団体等に
対して、新しい公共サービスの創出が期待できる提案やＮＰＯ法人等の育成・
支援など基盤整備を目的とした提案を募集し、審査委員会などの審査を経て、
事業を委託する。
　①委託料の上限額
　　募集する事業の総額を3,000万円とし、1団体あたりの上限を1,000万円と
    する。
　②対象経費
　　事業の対象となる経費は、事業実施に関する以下の経費とし、団体運営
　　に関する費用（事務所の賃料、光熱水費など）は対象外とする。
   ①人件費（事業に関わるもののみ）②報償費 ③旅費 ④消耗品費
　 ⑤印刷製本費 ⑥通信運搬費 ⑦広告料 ⑧手数料 ⑨保険料 ⑩委託料
　 ⑪使用料・賃借料

事業目的

事業内容

整理番号 07 - 010

提案採択事業委託料

事業期間 　H23　～　H　　

平成22年度決算額

0

3 局・課名 市民人権局　市民協働課
マスタープラン
３つの挑戦

マスタープラン

施策番号
7

区分
新規・拡充・重点

－
(単位　千円)


